
事 務 連 絡 

令 和 ５ 年 ６ 月 ５ 日 

 

四国地区土地政策推進連携協議会  

構成員 各位 

 

財務省四国財務局管財部 

国有財産調整官 山下 純一 

 

 

国有財産の「買受け及び暫定的な借受けの要望を受け付ける物件」 

の情報提供について 

 

 

財務行政の遂行に関しましては、平素から格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、国有財産の「買受け及び暫定的な借受けの要望を受け付ける物件（※）」について

情報提供いたしますので、可能な範囲で関係先の方への回覧や施設内への掲示等にご協力

いただきますようお願いいたします。 

今回情報提供いたしました物件につきまして、ご質問等がございましたら、当局の各担

当までお問い合わせ下さい。 

 

 

【四国財務局ホームページ】 

  https://lfb.mof.go.jp/shikoku/kanzai/30303.html 

 

（※）国有財産の暫定的な借受けとは、利用できる期間や利用用途等により、「一時貸付け（3年以内）」、「3

年を超える貸付け（3年超 30年以内）」、「事業用定期借地権の設定による貸付け（10年以上30年以内）」

の 3種類の方法による貸付けを行うもの。 



 

 

 

財務省四国財務局 

「買受け及び暫定的な借受けの要望を受け付ける物件」 
 

 

 

 

 別添「買受け及び暫定的な借受けの要望を受け付ける物件」（R5.6.5 時点）のとおり 

  

※なお、物件情報は随時更新しておりますので、最新の情報は四国財務局ホームページ

（https://lfb.mof.go.jp/shikoku/kanzai/30303.html）をご覧ください。 

 

 

 

 

＜香川県＞ 

 四国財務局管財部統括国有財産管理官 ℡087-811-7780 内線（453・454・455） 

＜徳島県＞ 

四国財務局徳島財務事務所管財課 ℡088-622-5181 内線（235・236） 

＜愛媛県＞ 

四国財務局松山財務事務所管財課 ℡089-941-7185 内線（642・644） 

＜高知県＞ 

四国財務局高知財務事務所管財課 ℡088-822-9177 内線（745・746） 

 

 

対象物件 

お問い合わせ先（財産管理担当） 










